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11..  排排出出権権取取引引制制度度概概論論  

1.1. 排出権取引制度とは？ 

近年，地球温暖化問題において，「排出権取引」というあまり聞き慣れない手法が，世界

的に注目を集めてきています．この手法は，米国で他の環境問題において成功を収めてき

ており，クリントン政権が，温暖化問題への応用として，京都議定書に盛り込むことに成功し

たといういきさつがあります．最近では，2002年から英国で国内スキームが動き出し，2005年

からは EUワイドのスキームができる予定で，日本においても有望な手段として注目を浴びて

きていることは，ご存じの方が多いでしょう． 

ここでは，この手法がいったいどのようなもので，どうやって使っていけばよいか，という現

実世界におけるツールとしての側面を，他の例などを見ながら，特にビジネスの視点にたっ

て見ていくことにしましょう． 

1.1.1 排出権取引のメカニズム 

排出権取引は，ややむつかしいいい方をすれば，排出目標を持つ各取引主体（規制対

象者）に対して，その排出可能量を取り引きできるという柔軟性を与えることによって，市場メ

カニズムを活用し，できるだけ低コストでその排出可能量制約を達成しようとするものです．な

んらかの量的な制約があるもの（ここでは排出可能総量）を，複数の主体に，（取り引きした結

果として）経済効率的に分配する方法と言い換えることもできるでしょう． 

このような考えは特に珍しいものではなく，卑近な例を持ち出すと，たとえば相撲の年寄

株は総数が決まっており，ときどき売り買いされます．土地などもそのような有限なものの一種

でしょう．一定の漁獲高の枠内に抑えなければならない場合の漁獲権取引などが行われて

いる国もあります．温暖化問題は，いままで化石燃料はどれだけ使ってもかまわなかったの

のですが，これからは一定の制約がかかるようになったということですね．  

排出権取引制度に話を戻してみましょう．規制される主体が企業だとすると，各企業は，

さまざまな排出削減のオプションを持っており，それらのコストは異なります．排出権の売買が

行われる「市場」が存在することによって，各企業は，排出権の市場価格と自らの排出削減オ

プションのコストを比較し，自らのコストが小さければ排出削減を余計に行い，余剰分は市場

で販売します．逆にコストが高い場合は，市場から排出権を調達することによって，規制目標
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を達成することができるのです1．したがって，地球温暖化問題のように，非常に多くのバラエ

ティーに富んだ排出削減オプションが存在するような問題ほど，この「取引」制度のメリットが

活かせるということになります． 

別の見方をしてみましょう．たとえば，規制当局—ふつうは政府ですね—が排出抑制を

課す手段としては，何らかのエネルギー効率基準を設定したり，省エネ補助金を行うといった

手法もあります．これらの場合，規制当局が，どのような排出削減オプションを実施すべき

か，かなりの部分を「指定」することとなります．それが低コストであるかどうか，十分なポテン

シャルがあるかどうか，などの他のオプションと比較した客観的な情報を，規制当局は十分に

知っておかなければなりません．これはたいへんなことです．一方，上記の排出権取引の場

合を考えてみましょう．どの排出削減オプションを実現させるか（実施するか）？を判断するの

は「市場」なのです．この市場を活用することによって，もっとも低いコストのオプションから実

現化され，全体的にもっとも経済効率的な対応がとられるというわけです． 

今度は，環境の側面を考えてみましょう．普通，排出権取引は何らかの排出目標を持っ

た主体間の取引です．すなわち，「排出できる量」がある企業 Aから別の企業 Bに移動する

だけなのです．すなわち，取引の有無によって排出量合計は等しいわけで，取引自体が環

境面で悪いことをするということはありません．さらに踏み込んで考えると，排出権取引がある

ことによって支払うコストは低くなるのですから，逆に同じコストを支払えるとすると，排出権取

引があった方がより厳しい目標を受け入れることができるということになります．詭弁のようにき

こえるかもしれませんが，実際に京都会議の場において，当時のクリントン?ゴア米政権が

1990 年比マイナス7%という厳しい目標を受け入れた背景には，これがあるのは周知の事実

です．国内対策だけしか認められないのであれば，この目標はとうてい非現実的なものとして

却下されていたでしょう． 

また一般に「取引」とは，取引主体である売手と買手の双方が，取引を行うことによって利

益を得るために行われます．つまり，各主体は（取引を行わない場合と比較して）メリットを受

けると考えて排出権の「取引」を行わけで，この制度は誰もが得するwin-win タイプの制度な

のです．かなり魅力的な手法であることがおわかりになるでしょう？ 

1.2. 京都議定書における排出権取引 

ここでは，いよいよその運用則が決まろうとしている京都議定書において，排出権取引制

度がどのように導入されているのかをみてみましょう． 

1.2.1 京都議定書における排出権取引 

京都議定書は，Annex I と呼ばれるカテゴリーの国々（経済移行国を含む先進国グルー

                                                 
1 「取引」制度においては，各主体は，自分の「ふところ」と相談しつつ，それを購入することに伴う便益が，そ
のための支出に見合うかどうかを判断するというわけです． 
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プ）に対して，目標期間（2008–12 年）に排出できる量すなわち数値目標を設定しています．

日本の場合は，1990年比水準マイナス6％がその目標値になります． 

ただし，この目標は自国内だけで達成しなくともよく，外国から排出権を購入したり，外国

で排出削減プロジェクトを行い，その分を自国内で行ったとすることも可能です（これらのメカ

ニズムを総称して京都メカニズムと呼びます）．排出権取引は，数値目標を負った国が，他の

数値目標を負った国から，排出可能量を購入することを認めるものです． 

これらの京都メカニズムの運用則に関しては，2001年10月末から開催されるCOP 7（マラ

ケシュ会議）において決定される予定ですが，そのエッセンスは，企業などの参加が認めら

れているということでしょう．議定書で規制されるのは，各締約「国」なのですが，各国政府は

取引を行ったりすることを，政府だけではなく，自国内企業にも認めることができます．元来，

「取引」はビジネスの手法です．その意味でも，低コストオプションの情報を熟知している点に

おいても，政府よりも企業の方が排出権取引制度を上手に活用できるでしょう．付け加えるな

ら，企業に取引を認める国と認めない国の企業を比較した場合，社外への低コストオプション

へのアクセスができるか否かという側面以外に，このような新たな市場においてビジネスを行

っていくノウハウの蓄積という意味で，後者は大きなハンディキャップを負うと言えるでしょう． 

1.2.2 国内制度における排出権取引 

そこで問題になるのは，どのようにして国内企業が排出権取引制度に参加し，そのメリット

を享受できるようになるか，という点です．もっともナイーブで，かつベストな方法は，国内排

出権取引制度を設立することです．すなわち，規制当局が企業への排出規制と同時に，そ

の規制達成手段として，取引を行うことを認めるということです．もちろん，外国の市場とのリ

ンケージをつけた方が望ましいことは，いうまでもありません． 

実際に英国では 2002年から制度が動き出し，EUも2005年から導入予定であるのは前

述の通りですが，日本も政府部内外でさまざまな検討が始まってきています．そのデザイン

におけるキーとなる要素としては，市場を活用しやすい制度であること，公平性問題に留意

すること，制度設計面でトライ・アンド・エラーのできる柔軟性を組み込むといったところでしょ

うか． 

  
22..  市市場場おおよよびびビビジジネネススのの視視点点  

2.1. 米国 SO2排出権制度からの教訓 

米国では，連邦の酸性雨プログラムにおける SO2，NOX をはじめ，ロスアンジェルス地域
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の RECLAIM等多数の環境規制のフレームワークに基づいた排出権取引が行われており，

初期には失敗もありましたが，近年，その環境面での遵守および経済面でのコスト削減とも

に，かなり成功している手法として多用されています．ここではその中から，連邦レベルでの

SO2 排出権取引制度とその市場としての側面を見てみましょう．この SO2 排出権取引制度の

パフォーマンスとしては，各企業の目標遵守率が 100%を達成しており，同時に市場の活用

方法もかなり発達してきているため，今後のGHGs（温室効果ガス）排出権取引市場のよいお

手本といえると思われます2． 

2.1.1 米国 SO2排出権制度の概要 

SO2排出権（アローワンス）取引制度は，米国環境保護庁（EPA）の酸性雨プログラムの一

環であり，電力会社を規制対象とした代表的なキャップ・アンド・トレード型の排出権取引制

度です．当初フェーズI（1995–99年）においては，263の発電設備を対象とし3， SO2の総排

出量を年間 550万トンに抑えるという目標が掲げられました．  

EPA は，そのデザインにあたって，先駆的な過去のクレジット型排出権取引制度の失敗

から，「堅牢で信頼性が高く不確定性の小さい制度」のもとでのみ市場が機能する，ということ

に最大限の留意を払いました．このような経緯を経て，これまでの遵守率は 100%を達成し，

電力会社によるSO2の排出量を大幅に削減することに成功してきました． 

この「堅牢で信頼性の高い制度」には，いくつかのポイントがあります： 

• 確固たる排出量のキャップ，および不遵守時の厳しい罰則規定の設定． 

• 排出量のモニタリングの正確性，排出権の所有者・所有量・取引量が把握できるよ

うな排出権のトラッキングシステムの確立（制度の運用面の信頼性の確保）． 

このような制度の下，規制対象企業は目標を遵守する明確なインセンティブをもつことが

できました．また，バンキング，追加的な削減努力に対して排出権が与えられるたことなど

が，積極的な遵守行動を促していることもあげられましょう． 

2.1.2 SO2排出権取引市場の活用方法 

制度設計面からのレッスンとしては，信頼度の高い制度のもとにおいて，「排出権」もまた

信用度の高いものになっていったわけです．規制対象企業は低コスト排出削減オプションの

選択範囲が広がるため，積極的に市場を活用するようになり，取引が活発化しました．それ

に加え，排出権市場が開放的であり，EPA に登録すれば規制対象者以外も参加することが

                                                 
2 日本ではしばしば，SO2とCO2は異なる．米国と日本は異なる，といった意見がきかれます．しかし，CO2の
方が対策オプションの数が多いことなど，制度のメリットを活かしやすい側面もあります．要は，米国 SO2 の
成功の経験をどう日本の制度に活かすか？が問題であり，いたずらに差異を強調し，反対するという態度
は，建設的とは言い難いかと思われます（後述）． 

3 フェーズII（2000–27年）では，電力会社の全ての火力発電所が規制対象となっています． 
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可能であり，ブローカーの参加も認められていたため，（店頭取引ではありますが）市場の流

動性はますます向上しました．市場での取引が活発化すると，デリバティブなどの金融市場

の技術も導入され，企業のリスク分散も可能になり，それに伴い，さらに市場の流動性が高ま

るという好循環が作り出されました（回転率が 150%程度に達した年もあります）．また，取引

が活発化することにより，SO2の排出権価格も当初の100ドルから現在の200ドル程度と，制

度設計当初の予想（300～1,000ドル）よりはるかに低水準に抑えられたわけです． 

規制された企業側が制度のメリットを把握し，的確な行動をとったことも，このプログラムが

成功している大きな要因です．ここでは，それを少しみてみましょう． 

まず，キャップ・アンド・トレード方式は，総量規制はされるものの，排出削減の達成手段

は，各電力会社が自由に選ぶことができる制度です．実際，堅牢な制度の下，市場の発達

によって，多様な排出削減オプション（排出権の売買，脱硫装置の設置，発電効率の改善，

電源運用，燃料転換，電力取引など）を選択することが可能となりました．また，電力取引お

よび排出権取引においては，金融市場の技術（デリバティブ）も応用可能であり，それを通し

て企業はリスク管理を行うことができたわけです．言い換えると，企業は自らが望む遵守方法

で，適格な排出削減オプション・ポートフォリオを組むことができたということになります． 

より具体的には，多くの電力会社では，多様なオプションを考慮に入れた目標遵守計画

を立てています．汚染防止に関するコスト最小化のためには，多くの要素を考慮する必要が

あります．たとえば，電力の市場価格，それぞれの燃料価格，排出権価格，電力需要，その

他経営に関わるさまざまな要因などが，それぞれ時間変動し，リスク管理を行う必要があるわ

けです．それらの専門的な知識を組み合わせるという目的で，部門間協力チーム（発電，技

術，電力販売，経営企画，燃料調達，環境管理，排出権取引業務などの部門が参加）を設

け，遵守計画を策定するなどの対応がとられたわけです． 

2.1.3 GHGsへの応用 

上記の米国 SO2排出権取引の事例は，制度設計側にとっても，規制を受ける側にとって

も，具体的に排出権取引という手法をどう活用していくべきか，という点を非常によくあらわし

ています． 

特に規制対象者の観点から言えることは，まず，自らを知ることが重要です．すなわち，

社内のどこから，どのくらい，何を排出しているかという「排出インベントリー」の作成と時系列

からみたその分析，そしてどのような排出削減オプション（コスト，ポテンシャル，バリア）が社

内的にあるか，という限界コストカーブの作成です． 

続いて，社外オプションである排出権などをその中に組み込むことを考えます． 

遵守計画策定にあたっては，社内の各部署の専門知識が必要でしょうし，持ち合わせて

いない場合などは，社外の専門家の意見をきくということも大切です．むしろそのような情報

をコンサルテーションする企業が，これから増えてくるでしょうし，むしろそうならなければなら
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ないと思っています． 

ただ，ノウハウの蓄積を行うためには，それなりの試行錯誤が必要でしょう．その点，オイ

ルメジャーの Shellや BP では，社内設備を対象とした（国際）排出権取引制度を導入し，社

内低コストオプションの開拓と，同時に今後の GHGs 排出権取引制度への対応のノウハウを

蓄積し，きたるべき時代に備えようとしています．Shell では STEPS という名前のプログラムが

実施されたり，有能な排出権ブローカーをヘッドハントしたりしています．これらの先を見込ん

だ戦略的行動は，見習うべき点が多いのではないでしょうか． 

STEPS business activity

Capital 
Expenditure
Adjustment

Reconciliation

Capital 
Expenditure
Adjustment

Strategy:
Invest/
Trade

Capital 
Expenditure

Budget

Allocated
[+Banked]

Permits

Projected 
Emissions

STEPS Shadow Accounting  >>

Through Year End of YearBeginning of Year

Projected 
Market Price
of Permits,

$/tonne

Emissions 
Coverage
Needed

Cost of
Abatement
Investment,

$/tonne

Permit
Trading

Abatement
Projects

Permit
Holdings

Actual 
Emissions

 

2.2. 現実の排出権市場 

ここでは，GHGs排出権あるいはクレジット市場が，現在どういう状況にあり，将来はどのよ

うな展開をするかを，概観してみましょう． 

2.2.1 自主的排出削減クレジット市場 

GHGs の排出権取引に関しては，国内外において法的な枠組みが未成熟であることか

ら，現段階におけるGHGs排出権やクレジット取引の「市場」としての側面は，まだかなり薄い

といわざるをえません．米国やカナダを中心として，およそ100件程度，3,000万トン程度の取

引といわれています． 

取り扱われている商品は，基本的にはどこかで行われた（行われる）プロジェクトによる

「排出削減量（クレジット）」であって，SO2 の場合のような政府規制に基づく排出できる量とし
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ての排出権（アローワンス）ではありません． 

市場においては，クレジットはその信頼度によって 3段階程度に格付けされています4．リ

スクがかなり大きいため，価格は 3 ドル/t-CO2程度で，将来の予想排出権価格（排出削減の

限界コスト）よりかなり低くなっています．商品の種類は（特に 2008年以降の）オプション契約

が多く，主としてブローカーを介在したOTCベースの相対（店頭）取引です． 

リスクのもととなっている不確実性としては，なんといっても大きいのが，将来規制がどの

ようなものになるかわからないという点が大きいでしょう．逆に，これがはっきりしてくれば，市

場は（その開始前から）確実に動き出すでしょう． 

現段階で，積極的な企業が早期市場へ参加する背景には，将来の規制強化への現状

での対応（（株主への説明責任を含んだ）将来の潜在的規制フレームワークのリスクヘッジ），

限りのある「うまみ」のあるプロジェクトへの早期アクセス，遵守コストは時間が経つにつれ急

激に上昇するという予測，グリーン・パブリック・イメージ，グリーン・パワー市場の一部などの

側面もあり，クレジット取引はコア・ビジネスに影響のない範囲で実施されてきています．ま

た，既成事実の積み上げから政府や議会に圧力をかけようという政策への影響の期待なども

あります． 

2.2.2 公的な規制に基づく排出権市場 

2002 年あたりから，上述の自主的排出削減に基づいた市場は，大きく変貌していくと考

えられます．というのは，いくつかの「公的な」制度が動き出すからです． 

まず大きなことは，京都議定書のルールが，2001年末の COP 7（マラケシュ会議）におい

て決定されるであろうということです．同時に，議定書発効の可能性がかなり大きくなってきた

と言えるでしょう．また，京都メカニズムのひとつであるCDMは，COP 7において監督機関で

ある理事会が立ち上がり，早急にさまざまなルール設定が行われるでしょう．その意味で，特

に CDMは現実のものとして動き出し，排出権や共同実施なども，先渡し（フォワード）やオプ

ション取引といった形態で，大きく動き出すものと考えられます． 

また，英国ではすでに国内排出権取引制度のルールがほぼ完成し，2002年早々にはオ

ークションを端緒として取引制度が動き出します．この制度においては，CDM クレジットも用

いることができるほか，（規制対象者以外でも）誰でも市場に参加することができます．現に，

最初の先渡し契約は，英国デュポンと米国 MIECo（丸紅の子会社）との取引でした． 

                                                 
4 実際にリスクが小さい「高い」評価を得て，取引されている「クレジット」は，「健全な」プロジェクトからの
「GHGs 排出削減量」です．プロジェクトにかかわるリスクとしては，プロジェクトの信頼性, 測定の確かさ, 検
証可能性, デリバリー, パフォーマンス, 削減の追加性, カウンター・パーティー・クレジット・リスク, ホスト国
認証（外国でのプロジェクトの場合）などがあります．言い換えると，オウナーシップが明確で，排出量のモ
ニタリングが確実に行われていること，確かなベースラインからの実質削減があること（方法論がしっかりして
いること），削減量が数量的に第三者によって検証され文書化されていること，2008–12 年に削減があるこ
と，確実な会社がスポンサーとなっていること，付随的な社会的便益があること，将来のCDMの認証手続き
を意識したものになっていること，などが高い評価を得る条件となっています． 
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EUも，2005年において域内排出権取引制度を立ち上げることを考えており，先日，その

制度案が提示されたところです． 

このように，（いわば先駆者である米国が足踏みしている間に）京都議定書や欧州は，先

に行こうとしています．米国 SO2取引制度の例でもわかるように，市場は堅牢な制度の下で，

はじめてその有効性を十分に発揮します．その意味で，今後の市場は，このような政府ある

いは国際制度に基づく排出権やクレジットの市場となっていくでしょう． 

余談ですが，米国がこの状況を手をこまねいて見ているということは考えにくく，実際に米

国国内 GHGs 排出権取引制度関連の法案もいくつか提案されています．逆に言うと，この

「市場の魅力」，「新しいビジネス機会の魅力」こそが，米国が京都議定書の枠内に戻ってく

るためのもっとも大きなインセンティブとなると思われます． 

  
33..  国国内内制制度度設設計計ににああたたっってて  

日本では，まだ国内排出権取引制度をつくるかどうか，はっきりした決定はありません．し

かしながら，その有効性は明らかであるため，いろいろなところで議論がなされており，わたし

自身も提案をしています． 

ただ，この制度を，企業がどのようにして活用できるか，という点に関しては，まだよく知ら

れていない点が多く，実際，かなりの誤解が見られるようなので，ここではそれをビジネスの視

点から俯瞰してみましょう． 

3.1. 排出権取引制度をどう理解するか 

3.1.1. 企業経営における排出権とは？ 

排出権取引制度は，社内外（特に海外）の低コストオプションを自由にもちいることができ

るための道具立てであり，同時にデリバティブを組み合わせることで，この問題に対するリスク

管理を可能とします．たとえば将来排出権価格が高騰するリスクを回避したければ，先物（あ

るいは先渡し），あるいは排出権のコールオプションを購入しておけばいいわけです． 

排出権は，企業の生産活動における「生産要素」すなわち「原材料」のひとつという認識

がもっともわかりやすいでしょう．一般的な原材料価格も市況に応じて値動きしますが，それ

がひとつ増えたというだけです．これはリスクという考え方もできますが，その市場がどのよう

なものかの知識を有するものにとってはビジネス機会にほかならないということも指摘しておく

べきでしょうね． 
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3.1.2. 排出権取引制度は新たな規制か？ 

普通，排出権取引制度は，なんらかの規制に「柔軟性を付加する」目的で設定されるべ

きでしょう．言い換えると，環境面からの制約が要請された場合，それを守りやすくするため

の手法ということです．したがって，規制される側としては，その規制そのものに反対するとい

う場合があっても，規制が不可避の場合，「取引」の導入に異をとなえることは論理的に筋が

通らない（自ら低コストオプションを放棄する）ことになります．また，取引制度が導入されてい

ても，取引を行うかどうかは，その企業の自主的な判断に基づき，不必要だと判断すれば取

引を行わなければよい，という自由があることは当然ですね． 

3.1.3. 排出権取引制度は統制経済的か？ 

もし，取引がない制度で排出割当しか存在しない制度であったら，統制経済的色彩はき

わめて濃いといわざるを得ないでしょう．しかしながら，「取引」の導入によって，その関係は

完全に逆転すると言えます．取引の存在によって，必要であれば応分のコスト負担を行うこと

で，企業はいくらでも排出量を増やすことができるわけです．排出権取引は，その企業にとっ

て，排出量を「増やしてもよい」制度なのです．逆に自らが市場価格より低コストオプションを

有する場合，規制以上の削減を行い，オーバー達成分を市場で売却することで利益を上げ

ることもできます． 

いいかえると，CO2 排出規制そのものへ反対するという立場と，「取引」制度への反対とい

う立場は，まったく別のものとして考えるべきでしょう．（自主的な場合を含めて）なんらかの

CO2 排出規制を所与のものとすると，どのような制度（たとえば効率基準，補助金，税金，排

出権取引）が規制される側にとって望ましいか（遵守しやすいか）？という視点で考えるべき

ではないでしょうか． 

3.1.4. 排出権の初期割当は不公平？ 

企業への初期割当が，公平性を担保することが難しいという指摘もあります．しかしなが

ら，これは排出権取引制度だけの問題ではなく，どのような政策措置を導入した場合でも，な

んらかの「変化」が生じるため，その評価と対応が必要となることを忘れてはなりません．た

だ，割当方式の排出権取引制度の場合，それが「あらわな」かたちで表されるという点で，ぎ

らぎらしてしまうわけです．逆の視点に立つと，ステークホルダーが集まってその不公平性に

関して議論するオープンな場を提供するという，民主的な意志決定システムという意味で望

ましい側面も指摘できると思います． 

それから，「取引制度」は，限界コストの高い人ほど取引を行うことによってメリットを受ける

制度であることから，むしろ初期割当の不公平感を「是正する」方向で機能することも，忘れ

てはなりません． 

実際は，京都議定書の数値目標がそうであったように，なんらかの規制（自主規制でもか
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まわない）設定が先にあって，それを守りやすくする「新たな柔軟性」という形で排出権取引

制度が導入される場合も多いことは，前述の通りですね． 

3.1.5. 投機家の存在は市場が混乱する元凶？ 

市場において，ヘッジファンドなどの投機家，投資家の存在が，市場の混乱を招くという

指摘があります．これは，排出権市場だけでなく，あらゆる証券や商品などの市場の場合に

も同様の懸念は生じます．ただ，これらの主体は市場においてリスクをテイクする立場にあ

り，彼らの存在によってはじめて実需家のリスクヘッジが可能となることは忘れてはなりませ

ん．また，「さやとり」の行動は，排出権価格を（需給のバランス点という意味での）「正しい」価

格に近づけるという役割があります．参加者はそれぞれ重要な役割を果たしているのです． 

市場関連の懸念として，巨大な需要側プレーヤーあるいは供給側プレーヤーによる価格

操作の可能性が指摘される場合もあります．たとえば巨大なホットエアーを持つロシアなどで

すが，ホットエアーは議定書に織り込まれた「ロシアへの補助金」的色彩を持ち，すでに決ま

ったことでありいまさら異を唱えることはできません．この場合の価格操作の懸念を払拭する

ためには，市場の流動性を十分に確保することが重要でしょう．すなわち，競争者が多く参

加するような市場であれば，市場操作が難しくなるということです．これはとりもなおさず市場

をできるだけ活用することであり，より低コストオプションが市場に供給される環境をつくること

と同じことですね． 

3.1.6. 温暖化問題には排出権取引は馴染まない？ 

米国の電力会社間 SO2排出権取引制度の成功が，かならずしも日本で温暖化問題にお

いて，排出権取引制度が有効に機能するわけではないという意見もあります．もちろん，排出

源が多岐にわたりモニタリングなどが難しいという側面はありますが，むしろ排出源が多岐に

わたることによって，多様な排出削減オプションが存在し，その中からどのオプションを実現

化させるか，を市場が判断するという意味において，SO2よりもむしろ CO2の方が，排出権取

引制度のメリットを活かせるということも言えます．排出量モニタリングに関しても，SO2 の場合

は排出量の実測が必要であるのに対し，CO2 では燃料消費量を用いることができるという意

味では，はるかに容易であることは指摘されてしかるべきでしょう． 

 

これら上で述べてきた各ポイントは，「排出権市場の存在」が前提となっています．制度設

計にあたっては，排出権取引制度の欠点からその有効性を疑問視するのではなく，むしろ有

効に機能させるための流動的な市場をいかにすれば形成できるか，というポジティブな視点

が必要ではないでしょうか． 
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3.2. 日本における制度のイメージ 

前述の通り，日本において国内排出権取引制度が導入されるかどうか，導入された場

合，どのような制度となるかどうかは，まだ誰にもわかりません． 

したがって，ここではわたしの提案のイメージ図を載せるにとどめましょう．現在ある経団

連の自主行動計画の自主目標に柔軟性を加えた制度で，自主行動計画の第2フェーズとい

うイメージです（現状維持を選択することもできます）．特徴的なのは，「経団連バブル」の形

成で，制度設計その他に関する責任は産業界みずからが負うということです．経験のない制

度ですので，制度設計というプロセス自体に，自己キャパシティービルディング効果を持たせ

ようとしたものです． 

その他，プリウスのようなエネルギー効率的な製品を販売した場合，それに見合う排出権

を獲得できるなど，「ボーナス」も埋め込んであります．いかがでしょうか？ 

国内排出権取引制度イメージ

政
府

経団連
【自主行動計画】

X業界団体 Y 業界団体 Z業界団体

アンブレラ
アグリーメント

（X, Y 業界分）

企業 X1企業 X1企業 X1
企業 X1企業 X1企業 X1

企業 X1企業 X 1企業 Y1
企業 X1企業 X 1企業 Y1

企業 X1企業 X1企業 Z1
企業 X1企業 X1企業 Z1

企業レベル取引 業界のみが取引 取引を行わない

報告（現状維持）報告・監督

報告
報告 委託報告 監督

企業 X1企業 X1企業 I1
企業 X1企業 X1企業 I1

個別アグリーメント
（ESCO等による代行）

報告 監督
アンダーライング・アグリーメント

自主行動計画の
枠外企業や
地方自治体

報告

基本的考え方：自主行動計画＋柔軟性
産業界による制度設計

・原単位目標の場合も，予測値ベースで割当，次年度に補正
・省エネ法基準を超える製品販売 →排出権獲得
・Green 証書などとは「独立」の価値
・海外排出権・クレジット市場とのリンケージ

排出権取引を行う主体

 

  
44..  おおわわりりにに——日日本本企企業業へへのの期期待待  

本ペーパーでは，いままであまり採り上げられてこなかった視点から，排出権取引制度を

みてみました．これは新しい手法ではありますが，非常に魅力的な多くの特徴を兼ね備えて

いることは，述べてきたとおりです．特に日本の場合，この手法に関する最大の問題は，この
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手法をどう活用すればよいか，よく知られていないことです． 

一方で，地球温暖化問題に対する規制は，将来，厳しくなりこそすれ，緩くなる可能性は

非常に小さいといわざるをえません．したがって，企業としては，その将来の状況を見越しつ

つ，この魅力的な手法を十分に理解し，活用していかなければ，欧米の企業に対し，大きな

ハンディキャップを持つことになるでしょう． 

日本企業は，優れた技術力を持っているわけですから，温暖化規制という状況下では，

十分に勝ち組になれるポテンシャルを持っているはずです．その新たなビジネス機会をタイミ

ング的に逃すことなく，もうひとつの技術である「金融工学」も収得し5，ぜひこの分野で世界を

リードするようになってもらいたいものです． 

 

以上 

                                                 
5 世界最古の先物市場は大阪の米市場だったわけですから，その素養はあるはずです． 


